
2013 年京都国際地理学会議
寄附金についてのご案内（寄附金受入手順）

①寄附金の申込み
 寄附者が寄附金申込書（様式第 5号）に必要事項を記入の上、当機構宛てご郵送下さい。
 （「申し込み日」および「支払い予定日」を必ずご記入ください。）

  申込書送付先：〒 100-0006　東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 10F
  独立行政法人国際観光振興機構コンベンション誘致部開催支援・交付金グループ
  担当：青山　直人　　　TEL：03-3216-2905

②寄附金申込受理書の発送
　 　前記の寄附金申込書を受領し確認次第、当機構から寄附金申込受理書（様式第 6号）を寄附
者に送付いたしますので、到着後払込み手続きをお願いします。

③寄附金の払込み
　 　寄附者は、寄附金申込受理書の受領後、寄附金を当機構指定の寄附金払込口座宛てお振込み
下さい。

  お振込は、会議開催日の前、平成 25年 8月 2日（金）までにお願いします。
  寄附金振込先取引銀行：みずほ銀行銀座支店（店番号 035）
  口座番号： 普通預金 　２２９２８８１　
  口座名義： 独立行政法人 国際観光振興機構　交付金事業
   ﾄﾞｸ） ｺｸｻｲｶﾝｺｳｼﾝｺｳｷｺｳ ｺｳﾌｷﾝｼﾞｷﾞｮｳ

 注）　 銀行間の為替記号では、独立行政法人は ﾄﾞｸ） となるため、お振込の際は　ﾄﾞｸ） ｺｸｻｲｶﾝ
ｺｳｼﾝｺｳｷｺｳ ｺｳﾌｷﾝｼﾞｷﾞｮｳ　とご記載下さるようお願いします。

④領収書の送付
　 　振込みが確認され次第、当機構は領収書（様式第 7号）を発行・送付いたします。領収書は
大切に保管して下さい。
　 　お振込み頂きました寄附金につきましては、特定公益増進法人に対する寄附金として所得税
法および法人税法上、課税優遇措置がうけられます。なお、国際観光振興機構は所得税法施行
令第２１７条、法人税施行令第７７条の特定公益増進法人の「１号法人」に指定されておりま
すため、所轄官庁発行の「証明書」はございません。

⑤交付金の支払い
　寄附金は、当機構から主催者に交付金として交付します

寄附者（法人または個人）

①寄附金申込み ②寄附金申込
　受理書発送 ③寄附金払込 ④領収書発行

独立行政法人国際観光振興機構【特定公益増進法人】

⑤交付金支払い

国際会議主催者

（様式第５号）
寄附金申込書

平成　　　年　　　月　　　日
独立行政法人国際観光振興機構
理事長　　殿
  寄附申込者　〔　法人　　　個人　〕
  ※法人か個人か○で囲んでください。
  ふりがな
  名　称

  住　所　〒

  ふりがな
  氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印

　国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律（平成
６年法律第 79 号）の趣旨に賛同し、同法第９条に定める業務に供するため、貴振興機構
に下記の金額を寄附いたします。

記

１　寄　　　附　　　額  　　　　　　円也

２　寄附金の希望使途 「2013 年京都国際地理学会議」　
 開催費用として

３　寄附金の支払予定日 平成　　　年　　　月　　　日

 （備考 /連絡先）

 ご担当者氏名・役職

 TEL/FAX

本申込書に記載された、氏名、住所、寄附額等の個人情報については、機構の寄附金取扱い業務にのみ使用
される旨を本紙の提出をもって同意いたします。又、必要に応じて当該会議主催者並びに関係省庁への報告
がなされることを併せて同意いたします。


